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１．一般職業紹介状況

3,092 月間有効求職者数 2,909 

4,591 

月間有効求人数 4,303 

1.48 月間有効求人倍率 1.48
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（倍）（人）

新規求人数 新規求職申込件数

令和７年２月の月間有効求人倍率は1.48倍で、前年同月と同率でした。

新規求人倍率は2.50倍となり、前年同月を0.10ポイント上回りました。

また、新規求人数は1,380人で、前年同月比で13.8%減少しました。

これを産業別に前年同月と比較すると、運輸業、郵便業で8.6％、不動産業、物

品賃貸業で14.3％、生活関連サービス業、娯楽業で48.1％、医療、福祉で8.6％、

公務、その他で5.0％増加したのに対し、農・林・漁業で26.3％、建設業で7.5％、

製造業で34.4％、情報通信業で6.1％、卸売・小売業で49.3％、金融業・保険業で

100.0％、学術研究、専門・技術サービス業で33.9％、宿泊業、飲食サービス業で

6.5％、教育、学習支援業で29.3％、サービス業（他に分類されないもの）で

23.0％減少しました。

新規求職申込件数は553件となり、前年同月比17.1%の減少となりました。

新規求職申込件数を前年同月と比較すると、年齢別状況では、45歳未満で17.4%、

45歳以上54歳以下で30.6％、55歳以上64歳以下で4.7％、65歳以上で9.1％減少しま

した。常用求職者の態様別状況では、在職者が16.1%、事業主都合が25.4％、自己

都合が13.0％、無業者が32.7％減少しました。
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一般職業紹介状況（パートタイムを含む）

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

１０．

１１．

１2．

求人倍率

うち一般

うちパート

うち一般

うちパート

月間有効求人倍率

2.72

2.23

1.46

1.71

1.13 1.08 1.22 1.23

令和
5年度

令和
4年度

2.88

3.10

2.53

1.68

2.04

1.23

1.39 1.42 1.47

注1）新規学卒を除く

0.79 0.86 0.96 1.00 1.01 1.08

1.76 1.92 1.86 1.72

1.22 1.06 0.83

1.49 1.61 1.68 1.68 1.73 1.77

1.17 1.27 1.37

1.15

1.68 1.59 1.50

1.98 3.46 2.04 1.92

1.48 1.36 1.20

1.46 2.04 2.08 2.07 2.28 2.37

1.47 1.62 1.59 1.48

R6年
2月

R6年
3月

R6年
4月

2.06 2.22 1.08

2.58 2.66 2.74

2.50

2.60 2.52 1.84

2.12 2.41 2.51 2.63 2.62 2.70

3.00 3.36 2.43 2.903.00 2.82 2.91

2.62 3.39

就　職　率  (6/3) 44.3 27.0 39.0 17.3 5.3

2.54新規求人倍率

R6年
11月

R6年
12月

R7年
1月

R7年
2月

2.40 2.41 1.49

R6年
5月

R6年
6月

R6年
7月

R6年
8月

R6年
9月

R6年
10月

2.26

月間有効求人倍率（パートを除く） 1.72 1.86 1.68 ▲ 0.14 0.04

月間有効求人倍率（パートを含む） 1.48 1.59 1.48 ▲ 0.11 0.00

新規求人倍率（パートを除く） 2.90 2.43 2.60 0.47 0.30

新規求人倍率（パートを含む） 2.50 2.26 2.40 0.24 0.10

充足数 238 174 259 36.8 ▲ 8.1

うち雇用保険受給者　 71 52 84 36.5 ▲ 15.5

就　職　件　数 245 193 260 26.9 ▲ 5.8

紹　介　件　数 561 529 654 6.0 ▲ 14.2

月間有効求職者数 2,909 2,886 3,092 0.8 ▲ 5.9

う　　ち　　女 320 400 411 ▲ 20.0 ▲ 22.1

う　　ち　　男 233 314 256 ▲ 25.8 ▲ 9.0

新規求職申込件数 553 714 667 ▲ 22.5 ▲ 17.1

うちパートタイム 1,427 1,503 1,584 ▲ 5.1 ▲ 9.9

月間有効求人数 4,303 4,595 4,591 ▲ 6.4 ▲ 6.3

うちパートタイム 438 624 510 ▲ 29.8 ▲ 14.1

前年比
差（％、

ポイント）

新規求人数 1,380 1,616 1,601 ▲ 14.6 ▲ 13.8

 項 目 年 月  7年2月 7年1月 6年2月
前月比
差（％、

ポイント）
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２．求人の状況

注１）新規学卒を除く 注2）下段は前年同期比

▲ 58.8 ▲ 49.3 8.6 ▲ 23.0 ▲ 6.3 ▲ 9.9

4,303 1,427

▲ 13.8 ▲ 14.1 ▲ 7.5 ▲ 34.4 ▲ 9.7 6.7 ▲ 16.7

16 5 7 109 342 167
R7年2月

1,380 438 173 141 28

476.2 23.1 3.6 ▲ 8.9 3.4 ▲ 2.0

4,595 1,503

4.9 4.7 ▲ 15.4 69.1 67.6 ▲ 66.7 -

2 1 121 181 318 267
R7年1月

1,616 624 132 252 57

38.9 ▲ 25.7 40.7 ▲ 0.7 0.6 ▲ 3.2

4,418 1,397

1.9 3.4 ▲ 12.0 ▲ 14.6 ▲ 50.0 0.0 0.0

4 4 25 139 491 291
R6年12月

1,697 602 161 169 37

▲ 89.8 ▲ 30.7 ▲ 5.2 ▲ 2.7 ▲ 5.7 ▲ 7.2

4,164 1,323

▲ 19.1 ▲ 28.7 6.0 ▲ 56.5 ▲ 10.3 ▲ 50.0 ▲ 25.0

10 3 13 140 275 213
R6年11月

1,316 377 158 144 35

391.7 94.7 10.4 17.9 ▲ 2.8 ▲ 5.3

4,374 1,402

20.7 16.6 7.3 59.9 10.0 ▲ 7.7 33.3

12 4 118 259 297 323
R6年10月

1,649 562 176 251 55

▲ 51.6 ▲ 17.6 ▲ 19.1 3.5 ▲ 9.7 ▲ 15.2

4,199 1,287

▲ 6.2 ▲ 9.0 1.7 ▲ 7.5 ▲ 27.4 120.0 ▲ 33.3

11 4 15 178 262 266
R6年9月

1,525 514 177 197 61

▲ 93.0 ▲ 37.2 ▲ 4.1 ▲ 37.3 ▲ 11.7 ▲ 16.2

4,113 1,260

▲ 24.9 ▲ 26.2 ▲ 6.5 ▲ 50.4 ▲ 18.9 7.1 71.4

15 12 8 135 280 192
R6年8月

1,356 431 173 168 43

416.7 ▲ 14.9 8.7 ▲ 13.5 ▲ 5.6 ▲ 12.6

4,198 1,259

11.8 1.9 35.4 88.2 62.5 ▲ 28.6 ▲ 100.0

10 0 124 148 274 307
R6年7月

1,612 476 237 239 39

▲ 68.4 ▲ 22.6 1.4 ▲ 7.6 ▲ 15.2 ▲ 21.7

3,953 1,205

▲ 16.2 ▲ 20.4 ▲ 23.0 ▲ 18.9 ▲ 17.2 ▲ 40.0 ▲ 100.0

6 0 12 151 293 290
R6年6月

1,384 465 124 172 48

▲ 92.4 8.6 ▲ 5.2 ▲ 44.1 ▲ 16.2 ▲ 21.6

4,042 1,248

▲ 20.3 ▲ 25.2 7.6 ▲ 43.9 ▲ 23.1 ▲ 21.4 200.0

11 9 9 177 292 190
R6年5月

1,390 401 156 156 30

19.0 ▲ 17.8 ▲ 17.4 ▲ 15.1 ▲ 14.7 ▲ 24.4

4,105 1,263

▲ 16.6 ▲ 24.6 ▲ 6.5 ▲ 34.6 33.3 ▲ 11.1 ▲ 100.0

8 0 25 171 199 287
R6年4月

1,351 444 159 125 44

▲ 31.0 ▲ 33.9 24.2 ▲ 39.6 ▲ 15.5 ▲ 22.0

4,370 1,444

▲ 14.1 ▲ 12.9 ▲ 29.9 ▲ 21.7 24.1 ▲ 68.8 ▲ 80.0

5 1 29 162 329 261
R6年3月

1,588 554 129 195 72

▲ 22.7 ▲ 4.9 ▲ 2.2 ▲ 32.8 ▲ 13.7 ▲ 16.7

4,591 1,584

▲ 23.7 ▲ 40.9 16.9 ▲ 6.9 ▲ 45.6 ▲ 21.1 100.0

15 6 17 215 315 217
R6年2月

1,601 510 187 215 31

月間有効

うちﾊﾟｰﾄ
 食料品・
  飲料等

衣　服・
繊維製品

電気機械
電子部品・
デバイス

求人数 うちﾊﾟｰﾄ

新規求人数
建設業

       製　　　　　　造　　　　　　業   卸売・
 小売業

医療福祉 ｻｰﾋﾞｽ業
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新産業分類別・規模別新規求人の状況（パートを含む）

ＡＢ 農・林・漁業（01～04）

Ｃ 鉱業、採石業、砂利採取業（05）

Ｄ 建設業（06～08）

Ｅ 製造業（09～32）
　09食料品製造業

　10飲料・たばこ・飼料製造業

　11繊維工業

　12木材・木製品製造業（家具を除く）

　13家具・装備品製造業

　14パルプ・紙・紙加工品製造業

　15印刷・同関連業

　16化学工業

　17石油製品・石炭製品製造業

　18プラスチック製品製造業

　19ゴム製品製造業

　21窯業・土石製品製造業

　22鉄鋼業

　23非鉄金属製造業

　24金属製品製造業

　25はん用機械器具製造業

　26生産用機械器具製造業

　27業務用機械器具製造業

　28電子部品・デバイス・電子回路製造業

　29電気機械器具製造業

　30情報通信機械器具製造業

　31輸送用機械器具製造業

　20・32その他の製造業

Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業（33～36）

Ｇ 情報通信業（37～41）

Ｈ 運輸業、郵便業（42～49）

Ｉ 卸売・小売業（50～61）

Ｊ 金融業・保険業（62～67）

Ｋ 不動産業、物品賃貸業（68～70）

Ｌ 学術研究、専門・技術サービス業（71～74）

Ｍ 宿泊業、飲食サービス業（75～77）

Ｎ 生活関連サービス業、娯楽業（78～80）

Ｏ 教育、学習支援業（81,82）

Ｐ 医療、福祉（83～85）

Ｑ 複合サービス事業（86,87）

Ｒ サービス業（他に分類されないもの）（88～96）

Ｓ，Ｔ 公務、その他（97,98,99）

主要産業別一般新規求人（前年同月比）（パートタイムを含む）

▲ 49.3
サ  　ー　  ビ　  ス　  業 3.5 17.9 ▲ 2.7 ▲ 0.7 ▲ 8.9 ▲ 23.0
卸　　売　・　小　売　業 ▲ 17.6 94.7 ▲ 30.7 ▲ 25.7 23.1

▲ 7.5
製　    　　造　　    　業 ▲ 7.5 59.9 ▲ 56.5 ▲ 14.6 69.1 ▲ 34.4
建　    　　設　    　　業 1.7 7.3 6.0 ▲ 12.0 ▲ 15.4

25 ▲ 6.3

                                                       月
R6.9月 R6.10月 R6.11月 R6.12月 R7.1月 R7.2月主要産業

事
業
所
規
模
別 ５００人以上 59 39 20 63 38

３００～４９９人 37 28 9
１００～２９９人 76 44 32 98 66 32 ▲ 22.4

32 31 1 15.6

726 321 ▲ 16.4

３０～９９人 333 240 93 361 230 131
２９人以下 875 591 284 1,047

▲ 7.8

5.0

合　　　　　　　　　　　　　　　　　計 1,380 942 438 1,601 1,091 510 ▲ 13.8

84 11 73 80 15 65

0.0

167 142 25 217 185 32 ▲ 23.0

3 1 2 3 2 1

▲ 29.3

342 199 143 315 186 129 8.6

41 26 15 58 28 30

▲ 6.5

77 33 44 52 31 21 48.1

58 23 35 62 28 34

14.3

37 33 4 56 45 11 ▲ 33.9

8 4 4 7 7 0

▲ 49.3

0 0 0 1 0 1 ▲ 100.0

109 79 30 215 111 104

▲ 6.1

88 77 11 81 75 6 8.6

31 30 1 33 32 1

-

3 3 0 0 0 0 -

0 0 0 0 0 0

▲ 45.0

0 0 0 5 5 0 ▲ 100.0

11 11 0 20 10 10

▲ 58.8

5 5 0 6 6 0 ▲ 16.7

7 7 0 17 10 7

▲ 50.0

0 0 0 0 0 0 -

11 10 1 22 20 2

▲ 84.6

4 4 0 5 5 0 ▲ 20.0

2 1 1 13 13 0

▲ 50.0

0 0 0 0 0 0 -

4 4 0 8 8 0

-

14 13 1 18 17 1 ▲ 22.2

0 0 0 0 0 0

▲ 100.0

1 0 1 1 1 0 0.0

0 0 0 2 2 0

100.0

0 0 0 2 2 0 ▲ 100.0

8 5 3 4 4 0

▲ 100.0

18 10 8 32 13 19 ▲ 43.8

0 0 0 3 3 0

6.7

12 11 1 11 8 3 9.1

16 8 8 15 4 11

▲ 35.7

10 0 10 3 1 2 233.3

18 7 11 28 12 16

▲ 7.5

141 96 45 215 144 71 ▲ 34.4

173 173 0 187 185 2

▲ 26.3

4 4 0 0 0 0 -

14 8 6 19 17 2

　　年 月 　　　 7年2月 6年2月 前年同月比

産業分類別 うち一般 うちパート うち一般 うちパート （％）
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３．求職の状況

注１）新規学卒を除く 注２）下段は前年同期比 （件・％）

▲ 13.0 ▲ 32.7 ▲ 5.9 ▲ 4.8▲ 17.4 ▲ 30.6 ▲ 4.7 ▲ 9.1 ▲ 16.6 ▲ 16.1

47 227 33 2,909 1,237

▲ 17.1 ▲ 7.7 ▲ 9.0 ▲ 22.1

100 102 80 551 224 294R7年2月 553 228 233 320 271

▲ 14.8 ▲ 25.4

16.5 55.6 ▲ 2.6 ▲ 2.2▲ 1.2 7.0 18.6 26.5 7.9 ▲ 11.8

64 318 56 2,886 1,225

7.7 20.5 10.6 5.5

122 134 124 708 239 413R7年1月 714 306 314 400 334

18.3 3.2

2.3 48.0 ▲ 5.6 ▲ 7.63.0 20.2 12.2 ▲ 5.7 5.0 ▲ 8.5

61 180 37 2,720 1,149

6.4 4.8 ▲ 3.1 15.2

101 92 66 487 193 257R6年12月 500 174 219 281 241

12.7 52.5

▲ 9.4 ▲ 13.5 ▲ 7.7 ▲ 6.2▲ 15.7 8.5 4.9 10.7 ▲ 4.0 ▲ 2.6

53 202 45 2,834 1,221

▲ 5.5 ▲ 5.5 7.8 ▲ 14.6

102 86 62 502 189 268R6年11月 503 190 235 268 253

▲ 3.2 20.5

▲ 3.3 ▲ 24.4 ▲ 5.0 ▲ 0.4▲ 3.7 ▲ 12.4 0.0 ▲ 5.6 ▲ 5.0 ▲ 7.8

70 261 34 2,980 1,299

▲ 5.1 2.6 4.0 ▲ 11.0

113 102 85 606 226 346R6年10月 610 237 263 347 310

▲ 0.6 7.7

1.6 19.1 ▲ 4.1 ▲ 1.2▲ 1.5 ▲ 12.0 ▲ 16.0 ▲ 31.9 ▲ 9.0 ▲ 21.6

56 247 56 2,960 1,273

▲ 10.2 ▲ 8.2 ▲ 9.5 ▲ 10.7

117 84 62 579 203 320R6年9月 583 225 248 335 320

▲ 3.0 ▲ 24.3

▲ 4.9 3.2 ▲ 3.9 ▲ 4.1▲ 14.3 ▲ 9.4 ▲ 7.4 10.3 ▲ 7.9 ▲ 23.3

69 231 32 2,953 1,259

▲ 8.8 ▲ 1.0 3.2 ▲ 18.3

96 88 86 516 165 319R6年8月 516 208 257 259 246

1.6 25.5

37.6 51.4 0.6 ▲ 0.814.6 21.6 25.9 61.8 23.8 3.6

66 293 56 3,059 1,307

22.7 33.1 19.9 25.1

118 107 89 639 204 379R6年7月 643 229 289 354 329

34.4 6.5

▲ 24.1 27.0 ▲ 5.1 ▲ 4.4▲ 9.4 ▲ 15.3 ▲ 8.2 ▲ 25.8 ▲ 12.5 ▲ 3.8

72 233 47 3,105 1,402

▲ 12.8 ▲ 14.6 ▲ 11.2 ▲ 13.8

111 101 72 569 203 319R6年6月 574 228 237 337 290

▲ 20.6 ▲ 13.3

2.9 ▲ 9.2 5.0 6.9▲ 0.3 ▲ 15.0 2.0 30.3 2.5 ▲ 7.7

96 284 59 3,457 1,579

2.2 3.0 ▲ 9.8 11.1

96 102 129 651 191 401R6年5月 657 274 248 409 330

10.5 47.7

3.9 ▲ 7.7 7.8 ▲ 3.4 4.0 7.1▲ 10.5 13.8 17.6 0.5 1.2 ▲ 5.00.1 1.2 0.5 ▲ 0.2

157 167 204 900R6年4月 904 410 396 508 376

▲ 10.2 ▲ 3.9 ▲ 12.3 1.2

181 400 57 3,421 1,527207 636

68 257 55 3,206 1,361

▲ 12.5 ▲ 9.7 ▲ 10.3 ▲ 14.1

122 106 99 657 255 347

▲ 20.0 ▲ 30.6 ▲ 18.4 ▲ 12.7 2.8 6.2▲ 11.9 ▲ 21.3

R6年3月 660 250 288 372 333

▲ 15.7 18.9 ▲ 2.7

49 3,092 1,299

▲ 2.5 ▲ 0.8 ▲ 13.2 5.7 ▲ 2.1 ▲ 2.7

88 661 267 345 63 261

2.4 44.1 7.1 9.4▲ 9.2 ▲ 1.7 ▲ 17.1

R6年2月 667 247 256 411 328 144 107

65歳以上うちﾊﾟｰﾄ 男 女 45歳未満 45～54 55～64

　新規求職申込 性　　別 年　　齢　　別　　状　　況
新規常用求職者の態様別状況

月間有効求職者
常用求

在職者
離職者計 無業者

件数 うちﾊﾟｰﾄ職者計 事業主都合 自己都合
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無業者

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

R6.5月 R6.6月 R6.7月 R6.8月 R6.9月 R6.10月 R6.11月 R6.12月 R7.1月 R7.2月
人

新規常用求職者の態様別状況 常用求職者

計
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自己都合

無業者
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４．雇用保険の状況

雇用保険の状況（短時間を含む）

7年2月

１． 月末現在適用事業所数

２． 月末現在被保険者数

３． 資格取得者数

４． 資格喪失者数

５． 一般受給資格決定件数

６． 初回受給者数

７． 受給者実人員

８． 基本手当基本分支給額（千円）

※受給資格決定件数：安定所が受け付けた離職票を審査し、受給資格があると決定した件数

※受給者実人員：基本手当を実際に受けた受給資格者の実数（１歴月中に２回以上受けた人も実人員としては１人となる）

５．人員整理の状況

事　業　所　数

解　雇　者　数

26.7 ▲ 11.8 ▲ 10.885.7 ▲ 71.4 ▲ 47.6 ▲ 19.0 ▲ 9.5 250.0対 前 年 比 6.7 ▲ 39.0 ▲ 33.3 72.2 ▲ 48.1

17 19 21 19 15 222

▲ 20.0 ▲ 1.8

233 25 18 31 14 26 6 11

▲ 42.9 ▲ 14.3 11.1 12.5 266.7 44.4

105 6 14 11 7 13 8 111

対 前 年 比 ▲ 1.8 ▲ 57.1 ▲ 12.5 ▲ 15.4 ▲ 30.0 71.4

12 4 6 10 9 11

▲ 0.4

令和
5年度計

R6.3月 R6.4月 R6.5月 R6.6月 R6.7月 R6.8月 R6.9月 R6.10月

62,641 75,532 62,915 ▲ 17.1

R6.11月 R6.12月 R7.1月 R7.2月 12ヵ月計

▲ 20.4

547 244 303 571 534 ▲ 4.2 2.4

113 41 72 93 142 21.5

▲ 27.9

うち県外離職者数
23 7 16 44 49 ▲ 47.7 ▲ 53.1

137 65 72 183 190 ▲ 25.1

▲ 11.5

474 241 233 728 603 ▲ 34.9 ▲ 21.4

376 190 186 435 425 ▲ 13.6

50,300 28,050 22,250 50,402 50,543 ▲ 0.2 ▲ 0.5

3,251 3,251 3,256 0.0

年  月   
7年1月 6年2月

前月比
（％）

前年比
（％）  項  目 うち男 うち女

▲ 0.2

区分
月別
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80

R6.3月 R6.4月 R6.5月 R6.6月 R6.7月 R6.8月 R6.9月 R6.10月 R6.11月 R6.12月 R7.1月 R7.2月

月別人員整理状況
事 業 所 数
解 雇 者 数
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出生後休業
支援給付金

育児休業を取得予定の方、育児休業給付の手続きを行う事業主の皆さまへ

１ 支給要件

共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに（配偶者が就労していない場合
などは本人が）、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金
と併せて「出生後休業支援給付金」を最大28日間支給します。

① 被保険者が、対象期間※に、同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ

育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと。

② 被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または

出産予定日のうち遅い日から起算して８週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14

日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を

要件としない場合」（裏面の３参照）に該当していること。

２ 支給額

被保険者（雇用保険の一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。）が、次の①および②の要
件を満たした場合に、「出生後休業支援給付金」を支給します。

※１ 出産手当金につきましては、ハローワークが取り扱う制度ではありません。ご自身が加入している健康保険等の運営機関へ
お問い合わせください。

※２ 育児休業中は申出により健康保険料・厚生年金保険料が免除され、勤務先から給与が支給されない場合は雇用保険料の負
担はありません。また、育児休業等給付は非課税です。このため、休業開始時賃金日額の80％の給付率で手取り10割相当の
給付となります。ただし、休業開始時賃金日額には上限額（2025年４月１日時点：15,690円（毎年８月１日に改定））がある
ことにご留意ください。

※３ 就労状況・賃金支払状況により出生時育児休業給付金または育児休業給付金が不支給となった場合は、出生後休業支援給
付金の支給は行いません。

給付率2/３
（健康保険等による
出産手当金（※１）)

給付率５０％
（育児休業給付金）

出産 育児休業開始 １歳
180日８週間

１歳２月

母

父

給付率６７％
（育児休業給付金）

給付率５０％
（育児休業給付金）

育児休業開始

給付率６７％
（育児休業給付金）

152日（180日－28日）

給付率
67％

（出生時育児
休業給付金）

28日

28日

13％

13％

出生時育児休業給付金または
育児休業給付金と合わせて給
付率 80％（手取り10割相当
（※２））

支給額＝休業開始時賃金日額※1×休業期間の日数（28日が上限）※2×13％

※１ 同一の子に係る最初の出生時育児休業または育児休業の開始前直近６か月間に支払われた賃金の総額を 180で除して
得た額。

※２ 支給日数は、対象期間における出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業の取得日数であり、28日
を上限とする。

出生後休業
支援給付金

• 被保険者が産後休業をしていない場合（被保険者が父親または子が養子の場合）は、「子の出生日または出産予定日のうち

早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して８週間を経過する日の翌日」までの期間。

• 被保険者が産後休業をした場合（被保険者が母親、かつ、子が養子でない場合）は、「子の出生日または出産予定日のうち

早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間。

※ 対象期間：

２０２５年４月から

「出生後休業支援給付金」を創設します

支給額の イメージ ※パパ・ママ育休プラス制度を活用した場合のイメージを記載しています。

➢ 2025年４月１日より前から引き続いて育児休業をしている場合は、下線部分を「2025年４月１

日」として要件を確認します。

・都道府県労働局・ハローワーク LL070106保03



３ 配偶者の育児休業を要件としない場合

４ 支給申請手続

子の出生日の翌日において、次の１～７のいずれかに該当する場合は、配偶者の育児休業を必要とし
ません。なお、被保険者が父親の場合は、子が養子でない限り、必ずいずれかの事由（主に４，５，６の
いずれか）に該当することとなりますので、配偶者（母親）の育児休業取得の有無は要件になりません。

• 出生後休業支援給付金の支給申請は、原則として、出生時育児休業給付金または育児休業給付金
の支給申請と併せて、同一の支給申請書を用いて行っていただくこととなります。

• 出生時育児休業給付金または育児休業給付金の申請後に、出生後休業支援給付金の支給申請を
別途行うことも可能ですが、その場合は、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給さ
れた後に申請してください。

「配偶者の被保険者番号」欄

✓ 配偶者が雇用保険被保険者であって、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業を
一定の期間（注）に14日以上取得した場合は、「配偶者の被保険者番号」欄を記入してください。ハロー
ワークにおいて、記入された番号における出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給日数が要
件を満たしているかの確認を行います。

✓ 配偶者が出産してる場合は、配偶者が一定の期間（注）に育児休業をすることはありませんので、被保険者
が父親の場合は、子が養子でない限り、この欄を記入することはなく、「配偶者の状態」欄を記載いただく
こととなります。

Ⅰ

「配偶者の育児休業開始年月日」欄

✓ 配偶者が公務員（雇用保険被保険者である場合を除く。）であって、各種法律に基づく育児休業を一定の
期間（注）に14日以上取得した場合は、「配偶者の育児休業開始年月日」欄を記入してください。この場合、
育児休業の承認を行った任命権者からの通知書の写しや共済組合からの給付金の支給決定通知書の写し
など配偶者が一定の期間（注）に14日以上の育児休業の取得していることが確認できる書類を添付してく
ださい。

✓ 「配偶者の被保険者番号」欄と同様、被保険者が父親の場合は、子が養子でない限り、この欄を記入するこ
とはなく、「配偶者の状態」欄を記載いただくこととなります。

Ⅱ

「配偶者の状態」欄

✓ 子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当する場合は、「配偶者の状態」
欄に該当する番号を記入してください。この場合、配偶者の状態を確認できる書類を添付してください。
必要な書類についてはパンフレット「育児休業等給付の内容と支給申請手続」にてご確認ください。

Ⅲ

１．配偶者がいない
 配偶者が行方不明の場合も含みます。ただし、配偶者が勤務先において３か月以上無断欠勤が続いている場合
または災害により行方不明となっている場合に限ります。

２．配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない

３．被保険者が配偶者から暴力を受け別居中

４．配偶者が無業者

５．配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない

６．配偶者が産後休業中

７．１～６以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない
配偶者が日々雇用される者など育児休業をすることができない場合や、育児休業をしても給付金が支給されな
い場合（育児休業給付の受給資格がない場合など）が該当します。なお、単に配偶者の業務の都合により育児休
業を取得しない場合等は含みません。

（注）一定の期間とは、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して８

週間を経過する日の翌日」までの期間をいいます。

出生後休業支援給付金の支給要件を満たす場合は、支給申請書にある次の の項目のい

ずれか一つを記入してください。（複数記載は不可）
Ⅰ Ⅱ Ⅲ



出生後休業支援給付の手続きを行う事業主、被保険者の皆さまへ

⚫ 出生後休業支援給付金は、原則として被保険者とその配偶者の両者の育児休業取得が必要ですが、子の出
生日の翌日における配偶者の状態が、下表に該当する場合は、配偶者の育児休業取得は不要です。該当す
る場合は、支給申請書に該当する番号を記載して、以下の確認書類を添付してください。

⚫ 被保険者の配偶者が子を出産している場合（被保険者が父親、かつ、子が養子でない場合）は、被保険者の
配偶者が子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」のいずれかに該当すること
から、母子健康手帳（出生届出済証明のページ）または医師の診断書（分娩（出産）予定日証明書）（いずれも
写し可）を提出すれば、下表に記載の確認書類を省略することができます。ただし、支給申請書の「配偶者の
状態」欄には下表の該当する番号を記載してください。

出生後休業支援給付金において配偶者の育児休業を要件としない
場合の添付書類について

・都道府県労働局・ハローワーク LL070110保01

子の出生日の翌日における配偶者

の状態

番

号
確認書類

配偶者がいない １

① 戸籍謄（抄）本（抄本の場合は被保険者本人のもの）及び世帯全員について記載された住民票（続柄あ

り）の写し

または

② 被保険者がひとり親を対象とした公的な制度を利用していることが確認できる書類（遺族基礎年金の

国民年金証書、児童扶養手当の受給を証明する書類、母子家庭の母等に対する手当や助成制度等を受給

していることが確認できる書類など、いずれか一つで可）

配偶者が行方不明（配偶者が雇用さ

れる労働者であり勤務先において３

か月以上無断欠勤が続いている場

合又は災害により行方不明となって

いる場合に限ります。）

１

① 世帯全員について記載された住民票（続柄あり）の写し等、支給対象者の配偶者であることを確認でき

るもの

及び

② 配偶者の勤務先において無断欠勤が３か月以上続いていることについて配偶者の事業主が証明したも

の、または、罹災証明書

配偶者が被保険者の子と法律上の

親子関係がない
２

戸籍謄（抄）本（抄本の場合は被保険者本人及び対象の子のもの。住民票において、被保険者の配偶者が世

帯主となっており、対象の子との続柄が「夫の子」又は「妻の子」となっている場合は、住民票（続柄あり）の

写しでも可。）

配偶者から暴力を受け、別居中 ３
裁判所が発行する配偶者暴力防止法第10 条に基づく保護命令に係る書類の写し、女性相談支援センター

等が発行する配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書（雇用保険用）のいずれか

配偶者が無業者 ４

① 世帯全員について記載された住民票（続柄あり）の写し等、支給対象者の配偶者であることを確認でき

るもの

及び

② 配偶者の直近の課税証明書（収入なしであることの確認のため）

※ 課税証明書に給与収入金額が記載されている場合は、事業主発行の退職証明書の写しなど子の出生日

の翌日時点で退職していることがわかる書類も必要です。

※ 配偶者が基本手当を受給中であれば、配偶者の直近の課税証明書に代えて受給資格者証の写しを添付

書類とすることができます。

配偶者が自営業者やフリーランスな

ど雇用される労働者でない
５

① 世帯全員について記載された住民票（続柄あり）の写し等、支給対象者の配偶者であることを確認でき

るもの

及び

② 配偶者の直近の課税証明書（所得の内訳の事業所得に金額が計上されており、給与収入金額が計上さ

れていないことを確認するため）

※ 課税証明書に給与収入金額が記載されている場合は、給与収入金額が雇用される労働者としてのもの

であれば、事業主発行の退職証明書の写しなど子の出生日の翌日時点で退職していることがわかる書類

も必要です。給与収入金額が労働者性のない役員の役員報酬である場合や、各種法律に基づく育児休業

がない特別職の公務員の場合は、その身分を証明する書類（役員名簿の写しや、身分証の写しなど。）も

必要です。

配偶者が産後休業中 ６
母子健康手帳（出生届済証明のページ）、医師の診断書（分娩（出産）予定日証明書））、出産育児一時金等の

支給決定通知書のいずれか

上記以外の理由で配偶者が育児休

業をすることができない
７

① 世帯全員について記載された住民票（続柄あり）の写し等、支給対象者の配偶者であることを確認でき

るもの

及び

② 配偶者が育児休業をすることができないことの申告書（裏面参照）及び申告書に記載された必要書類



本申告書、雇用保険被保険者でないことの証明書、賃金支払状況についての証明書及び育児休業証
明書の様式は、厚生労働省ホームページ（右の２次元コード）からダウンロードして使用できます。



・都道府県労働局・ハローワーク
LL0７０２０３保０１

被保険者、事業主の皆さまへ

（ 裏 面 も ご 覧 く だ さ い ）

１ 支給を受けることができる方（受給資格・支給要件）

仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的

に、２歳に満たない子を養育するために時短勤務（以下「育児時短就業」という。）した場合に、育児時短就業前

と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給する給付金です。

① ２歳未満の子を養育するために、育児時短就業する雇用保険の被保険者（注１）であること

② 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて（注２）、育児時短就業を開始したこと、

または、育児時短就業開始日前２年間に、被保険者期間（注３）が12か月あること

育児時短就業給付金は、次の①・②の要件を両方満たす方が対象です。

２０２５年４月から

「育児時短就業給付金」を創設します

２ 支給額・支給率

加えて、次の③～⑥の要件をすべて満たす月について支給します。

③ 初日から末日まで続けて、雇用保険の被保険者（注１）である月

④ １週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月

⑤ 初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月

⑥ 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月

原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10％相

当額を支給します。ただし、育児時短就業開始時の賃金水

準（注４）を超えないように調整されます。

また、各月に支払われた賃金額と支給額の合計が支給限度額
（注５）を超える場合は、超えた部分が減額されます。

なお、次の①～③の場合、給付金は支給されません。

時短就業開始時の賃金
に対する各月の賃金の率（％）

賃
金
＋
支
給
額
（％
）

100％

100％

賃金

給付（賃金×10％）

90％

x

y
支給率を調整

① 支給対象月 （裏面参照）に支払われた賃金額が育児時短就

業前の賃金水準（注４）と比べて低下していないとき

② 支給対象月 （裏面参照）に支払われた賃金額が支給限度額
（注５）以上であるとき

③ 支給額が最低限度額（注６）以下であるとき

支 給 額 の イ メ ー ジ



４ 申請手続きに関する注意事項

 育児時短就業給付金の支給を受けるためには、被保険者を雇用している事業主の方が育児時

短就業開始時賃金の届出、受給資格確認及び支給申請を行う必要があります。育児時短就業

開始時賃金の届出、受給資格確認と初回の支給申請を同時に行うことも可能です。

 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き（注２）、同一の子について育児時短就業を開

始した場合は、育児時短就業開始時賃金の届出は不要です。

 支給申請は、原則として２か月ごとに（２つの支給対象月について）行うようにしてください。

 被保険者が希望する場合は、被保険者の方が自ら支給申請を行うことや１か月ごとに支給申

請を行うことも可能です。

（注１） 雇用保険の一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。

（注２） 育児時短就業に係る子について育児休業給付の支給を受けていた場合であって、当該育児休業給付に係る育児休業期間の末日

の翌日（復職日）から起算して、育児時短就業を開始した日の前日までの期間が14日以内のときをいいます。

（注３） 賃金支払基礎日数が11日以上ある（ない場合は、賃金の支払いの基礎となった時間が80時間以上ある）完全月。

（注４） 原則として育児時短就業開始前６か月に支払われた賃金（臨時に支払われる賃金と3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を

除く）の総額を180で除して得た額（2025年７月31日までは、上限額：15,690円、下限額：2,869円。以後毎年８月１日に改

定予定。）に30を乗じた額をいいます。ただし、育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き育児時短就業を開始した場合

は、育児休業給付の支給に用いた賃金月額をいいます。

（注５） 「支給限度額」：459,000円（２０２５年７月31日までの額。以後毎年８月１日に改定予定。）

（注６） 「最低限度額」：2,295円（２０２５年７月31日までの額。以後毎年８月１日に改定予定。）

（注７） 「子が２歳に達する日」とは、２歳の誕生日の前日をいいます。

（注８） 同じ月において、子Aの育児時短就業を終了し、別の子Bについて育児時短就業を開始した場合、その月は別の子Bの育児時短就

業の支給対象期間となり、子Aの育児時短就業は前月までが支給対象期間となります。

３ 支給を受けることができる期間（支給対象期間）

給付金は、原則として育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業を終了した日の

属する月までの各暦月（以下「支給対象月」という。）について支給します。

① 育児時短就業に係る子が２歳に達する日（注７）の前日

② 産前産後休業、育児休業または介護休業を開始した日の前日

③ 育児時短就業に係る子とは別の子を養育するために、育児時短就業を開始した日（注８）の前日

④ 子の死亡その他の事由により、子を養育しないこととなった日

4/21 育児休業から復帰
と同時に時短就業

4/1～30（支給対象月①）

時短就業

3/1～31 5/1～31（支給対象月②）

育児休業

3/1～31（支給対象月⑫）

3/21 時短就業から
通常就業に復帰

4/1～30

＜支給対象月の例＞

ただし、以下の①～④の日の属する月までが支給対象期間となります。

５ 経過措置（2025年４月以前から時短就業をされている方）

 2025年４月１日より前から２歳未満の子を養育するために育児時短就業に相当する時短就

業を行っている場合は、2025年４月１日から育児時短就業を開始したものとみなして、上記

１②の要件や２①の育児時短就業前の賃金水準を確認し、要件を満たす場合は、2025年４月

１日以降の各月を支給対象月として支給します。

3/20 時短就業を
終了した日
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